
（別紙） 

 平成 13 年７月５日付課法３-57 ほか 11 課共同「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」（法令解釈通達）のうち、次表の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に掲げるように改正する。 
（注）下線を付した部分が改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 

（12 法人税及び消費税の納税地指定通知書〔長官指定分〕） （12 法人税及び消費税の納税地指定通知書〔長官指定分〕） 



改 正 後 改 正 前 

（13 法人税及び消費税の納税地指定通知書〔局長指定分〕） （13 法人税及び消費税の納税地指定通知書〔局長指定分〕） 



改 正 後 改 正 前 

（14 法人税及び消費税の納税地指定通知書(指定替え)〔長官指定分〕） （14 法人税及び消費税の納税地指定通知書(指定替え)〔長官指定分〕） 



改 正 後 改 正 前 

（15 法人税及び消費税の納税地指定通知書(指定替え)〔局長指定分〕） （15 法人税及び消費税の納税地指定通知書(指定替え)〔局長指定分〕） 



改 正 後 改 正 前 

（16 法人税及び消費税の納税地指定解除通知書〔長官指定分〕） （16 法人税及び消費税の納税地指定解除通知書〔長官指定分〕） 



改 正 後 改 正 前 

（17 法人税及び消費税の納税地指定解除通知書〔局長指定分〕） （17 法人税及び消費税の納税地指定解除通知書〔局長指定分〕） 



改 正 後 改 正 前 

（63 減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置の適用を受ける旨の届出書） （63 減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置の適用を受ける旨の届出書） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（63 減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置の適用を受ける旨の届出書） （63 減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置の適用を受ける旨の届出書） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（103 特別修繕費の金額の認定申請書） （97 特別修繕費の金額等の認定申請書） 

特 別 修 繕費 の金 額 の 認 定 申請 書 
※整理番号  

※連 結 グル ー プ 整理 番 号

平成  年  月  日 

       税務 署 長 殿

提出法人 （フリガナ） 

□

連

結

親

法

人

□

単

体

法

人

法 人 名 等 

納 税 地 

〒 

     電話(   )    －     

（フリガナ） 

代 表 者 氏 名                      ○印

代 表 者 住 所 
〒 

こ の申請に応答 

す る係及び氏名 電話(   )    －     

事 業 種 目                      業 

青色申告書提出の承認申請をした日 年   月   日 

同 上 の 承 認 を 受 け た 日 
又 は 受 け た と み な さ れ た 日 

年   月   日 

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
）

連

結

子

法

人

（フリガナ） 
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

整 理 番 号

法 人 名 等  

部 門

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署） 

     電話（   ）    －     
決 算 期

（フリガナ） 
業 種 番 号

代 表 者 氏 名  

整 理 簿
代 表 者 住 所 

〒 

事 業 種 目                       業 回 付 先
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課

  次の資産についての特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額の認定を申請します。 

認 定 を 受 け よ う と す る 特 別 修 繕 費 の 金 額 

 資 産 の 種 類 等 １ 
名

称

等 

別紙付表のとおり 

 特別修繕費の算定の基礎とした 

 類似資産等の名称及び所有者名 
２ 

 2の資産について最近において 

 行われた特別修繕完了の日 
３         年       月       日 

 3 の 特 別 修 繕 の た め に 

 要し た 特別修 繕費 の 金額 
４  

 認 定 を 受 け よ う と す る 

 特 別 修 繕 費 の 金 額 
５  

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  
決算

期 

業種 

番号 

整理 

簿 
 備考  

25.06 改正                                      （法１３２８－１）

特別修繕費の金額等の認定申請書 
※整理番号  

※連 結 グ ル ー プ 整 理 番 号

平成  年  月  日 

       税務 署 長殿

提出法人 （フリガナ） 

□

連

結

親

法

人

□

単

体

法

人

法 人 名 等 

納 税 地 

〒 

     電話(   )    －     

（フリガナ） 

代 表 者 氏 名                      ○印

代 表 者 住 所 
〒 

この申請に応答 

する係及び氏名 電話(   )    －     

事 業 種 目                      業 

青色申告書提出の承認申請をした日 年   月   日 

同 上 の 承 認 を 受 け た 日 
又 は 受 け た と み な さ れ た 日 

年   月   日 

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
）

連

結

子

法

人

（フリガナ） 
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

整理 番号

法 人 名 等  

部 門

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署） 

     電話（   ）    －     
決 算 期

（フリガナ） 
業種 番号

代 表 者 氏 名  

整 理 簿
代 表 者 住 所 

〒 

事 業 種 目                       業 回 付 先
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課

  次の資産についての特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額(月数)の認定を申請します。 

認定を受けようとする特別修繕費の金額又は月数 

 資 産 の 種 類 等 １ 
 船 舶 、熱 風 炉 、 溶 鉱 炉、 溶 解 炉 、 

 球 形 ガ ス ホ ル ダ ー 、 貯 油 槽

名

称

等 

別紙付表のとおり 

 特別修繕費の算定の基礎とした 

 類似資産等の名称及び所有者名 
２ 

 2の資産について最近において 

 行われた特別修繕完了の日 
３         年       月       日 

 3 の 特 別 修 繕 の た め に 

 要し た特 別修繕 費の 金額 
４  

 認 定 を 受 け よ う と す る 

 特 別 修 繕 費 の 金 額 
５  

 3の特別修繕の直前の特別修繕

 完了の日及びその日の翌日

から３の日までの期間の月数

６      年     月     日             月

 認定を受けようとする月数 ７ 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  
決算

期 

業種 

番号 

整理 

簿 
 備考  

24.06改正                                     （法１３２８－１） 

（

規

格

Ａ

４

）



改 正 後 改 正 前 

（103 特別修繕費の金額の認定申請書） （97 特別修繕費の金額等の認定申請書） 

特 別 修 繕 費 の 金 額 の 認 定 申 請 書 の 記 載 要 領 等 

 １  この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、特別修

繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額の認定の申請をする場合に使用し

てください｡(この申請は、青色申告法人に限ります｡) 

 ２  この申請書は、納税地の所轄税務署長に２通提出してください。 

 ３  申請書の各欄は、次により記載してください。  

  (1 ) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納

税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2 ) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。  

  (3 ) 「資産の種類等」欄には、特別修繕準備金勘定を設けようとする資産の種類を記載します。

  ( 4) 「特別修繕費の算定の基礎とした類似資産等の名称及び所有者名２」欄には、 (3)の資産と

構造、型式及び仕様等が最も類似する資産の名称及びその所有者名を記載してください。 

 ただし、中古資産を取得した場合等特別の修繕を行ったことのある資産について認定を受

   けようとする場合には、当該資産の名称を記載してください。 

  (5 ) 「 2 の資産について最近において行われた特別修繕完了の日３」欄には、(3 )の資産の最近

 において行われた特別修繕完了の日を記載してください。  

  ( 6) 「認定を受けようとする特別修繕費の金額５」欄には、「３に要した特別修繕費の金額４」

欄に記載した金額を基礎として算定した金額を記載してください。  

  (7 ) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

  (8 ) 「※」欄は、記載しないでください。 

 ４  この申請書には、次の書類を添付してください。 

  (1) 特別修繕費の金額の認定を受けようとする資産及び特別修繕費の算定の基礎とした類似資

産（（ 4）の資産）につき、付表により記載した書類  

  (2 ) 特別修繕費の金額の計算の基礎の詳細を記載した書類  

５  留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記  

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」

の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ

い。 

特 別 修 繕 費 の 金 額 等 の 認 定 申 請 書 の 記 載 要 領 等 

 １  この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、特別修

繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額及び月数の認定の申請をする場合

に使用してください｡(この申請は、青色申告法人に限ります ｡ ) 

 ２  この申請書は、納税地の所轄税務署長に２通提出してください。 

 ３  申請書の各欄は、次により記載してください。  

  (1 ) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納

税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2 ) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。  

  (3 ) 「資産の種類等」欄には、特別修繕準備金勘定を設けようとする資産の種類に該当する文字

を○で囲みます。 

  ( 4) 「特別修繕費の算定の基礎とした類似資産等の名称及び所有者名２」欄には、 (3)の資産と

構造、型式及び仕様等が最も類似する資産の名称及びその所有者名を記載してください。 

ただし、中古資産を取得した場合等特別の修繕を行ったことのある資産について認定を受け

ようとする場合には、当該資産の名称を記載してください。  

(5 ) 「2 の資産について最近において行われた特別修繕完了の日３」欄には、(3)の資産の最近

において行われた特別修繕完了の日（熱風炉等である場合には、特別の修繕をした後最初に

火入れをした日をいいます。以下 (7)において同じ ｡)を記載してください。 

  ( 6) 「認定を受けようとする特別修繕費の金額５」欄には、「３に要した特別修繕費の金額４」

欄に記載した金額を基礎として算定した金額を記載してください。  

(7 ) 「３の特別修繕の直前の特別修繕完了の日及びその日の翌日から３の日までの期間の月数

６」欄には、(4 )の資産について最近において行われた特別修繕の直前の特別修繕完了の年月

日及びその日の翌日から (4)の資産について最近において行われた特別修繕完了の日までの

期間の月数を記載してください。

ただし、(4)の資産について最近に行われた特別修繕が、当該資産の築造後初めて行われた

場合においては、その直前において行われた特別修繕完了の年月日は、当該資産の築造完了

の日（熱風炉等である場合には、築造完了後最初に火入れをなした日をいいます｡）としてく

ださい。

  (8 ) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

  (9 ) 「※」欄は、記載しないでください。 

 ４  この申請書には、次の書類を添付してください。 

  (1) 特別修繕費の金額等の認定を受けようとする資産及び特別修繕費の算定の基礎とした類似

資産（（ 4）の資産）につき、船舶、熱風炉等、球形ガスホルダー又は貯油槽の区分に応じ、付

表１、２、３又は４により記載した書類 

なお、船舶以外の資産については平成 24年４月１日前に開始した事業年度のみ申請が可能で

す。

  (2 ) 特別修繕費の金額及びその期間の月数の計算の基礎の詳細を記載した書類 

５  留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記  

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」

の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ

い。 



改 正 後 改 正 前 

（104 付表） （98 付表１（船舶用）） 

付 表

     区       分 申  請  資  産 算定の基礎とした類似資産 

 種           類 １   

 細           目 ２   

 船           名 ３   

 船           級 ４   

 船     籍     港 ５   

 航   行   水   域 ６   

 船  体  の  構  造 ７   

 総   ト   ン   数 ８  ㌧  ㌧ 

 重  量  ト  ン  数 ９  ㌧  ㌧ 

 長           さ 10  ｍ  ｍ 

 幅 11  ｍ  ｍ 

 深           さ 12  ｍ  ｍ 

   主 機 関 の 種 類 13   

   主 機 関 の 馬 力 14  馬力  馬力 

 速           力 15  kt  kt 

 建  造  年  月  日 16        年   月   日         年   月   日 

 造   船   所   名 17   

中古資産を取得した場合は 

その年月日及び前所有者名 
18   

 取   得   価   額 19  千円  千円 

 資産の所有者の住所氏名 20   

25.6改正                           （法１３２８－２） 

付 表 １ (船舶用)

     区       分 申  請  資  産 算定の基礎とした類似資産 

 種           類 １   

 細           目 ２   

 船           名 ３   

 船           級 ４   

 船     籍     港 ５   

 航   行   水   域 ６   

 船  体  の  構  造 ７   

 総   ト   ン   数 ８  ㌧  ㌧ 

 重  量  ト  ン  数 ９  ㌧  ㌧ 

 長           さ 10  ｍ  ｍ 

 幅 11  ｍ  ｍ 

 深           さ 12  ｍ  ｍ 

   主 機 関 の 種 類 13   

   主 機 関 の 馬 力 14  馬力  馬力 

 速           力 15  kt  kt 

 建  造  年  月  日 16        年   月   日         年   月   日 

 造   船   所   名 17   

中古資産を取得した場合は 

その年月日及び前所有者名 
18   

 取   得   価   額 19  千円  千円 

 資産の所有者の住所氏名 20   

13･07                             （法１３２８－２） 



改 正 後 改 正 前 

（104 付表） （98 付表１（船舶用）） 

付 表 の 記 載 要 領 等 

１ 「種類１」及び「細目２」の各欄には、申請資産及び類似資産について、次表によりその種

類及び細目を記載してください。 

 種 類            細          目  

 客   船 －  

 貸 客  船 －  

貸 物  船 

１  一般貨物船  
 ２  ばら積貨物船（石炭、鉱石、穀物、セメント、その他）  

 ３  冷蔵冷凍運搬船（漁船を除く。）  

 ４  特殊運搬船（重量物、木材、薬品、家畜、果実、給水、汚物、その他）  

特殊用途船 

１  車両渡船   

 ２  ひき船  

 ３  工作船  

 ４  海底電線敷設船  

 ５  しゅんせつ船  

 ６  起重機船  

 ７  水先船  

漁   船 

１  網を用いる漁船  

 ２  釣漁船（まぐろ延なわ漁船を含む。）  

 ３  捕鯨船  

 ４  採かいそう漁船  

 ５  捕鯨母船  

 ６  その他の母船  

 ７  かに工船  

 ８  その他の工船  

 ９  漁獲物運搬船（冷凍運搬船、冷蔵運搬船、塩蔵運搬船、鮮魚運搬船）  

 10 その他の漁船  

油 槽  船 

１  クリーンタンカー  

 ２  ダーティータンカー  

 ３  液化ガス運搬船  

（注）１ 貨客船とは、旅客定員 13 名以上のもので、かつ、貨物を輸送するものをいいます。 

２ 特殊用途船とは、ひき船等特殊な用途、構造をもつものをいいます。 

２  「船級４」欄には、日本海事協会、ロイド船級協会等が認定した船級（２以上の認定を受け

た場合には、それぞれの認定をした機関及び船級）を記載してください。 

３ 「航行水域６」欄には、航路又は通常航行する水域を記載してください。 

４  「船体の構造７」欄には、船体の主要骨格の材質及び船底、外板又は甲板等の構造を略記し

てください。 

５ 「速力 15」欄には、最大速力及び航海速力を記載してください。 

付 表 １ （ 船 舶 用 ） の 記 載 要 領 等  

１  「種 類 １ 」及 び 「 細目 ２ 」 の各 欄 に は、 申 請 資産 及 び 類似 資 産 に つい て 、 次表 に よ りそ の 種 

類 及び細目 を記載して ください 。 

 種  類             細           目   

 客    船  －   

 貸  客  船  －   

貸  物  船  

１  一般 貨物船  
 ２ ばら 積貨物船 （石炭、鉱 石、穀物 、セメント 、その他 ）  

 ３ 冷蔵 冷凍運搬 船（漁船を 除く。）  

 ４ 特殊 運搬船（ 重量物、木 材、薬品 、家畜、果 実、給水 、汚物、そ の他）  

特殊用途 船 

１ 車両 渡船  

 ２ ひき 船  

 ３ 工作 船  

 ４ 海底 電線敷設 船  

 ５ しゅ んせつ船   

 ６ 起重 機船  

 ７ 水先 船  

漁    船  

１  網を 用いる漁 船  

 ２ 釣漁 船（まぐ ろ延なわ漁 船を含む 。）  

 ３ 捕鯨 船  

 ４ 採か いそう漁 船  

 ５ 捕鯨 母船  

 ６ その 他の母船   

 ７ かに 工船  

 ８ その 他の工船   

 ９ 漁獲 物運搬船 （冷凍運搬 船、冷蔵 運搬船、塩 蔵運搬船 、鮮魚運搬 船）  

 10 その 他の漁船   

油  槽  船  

１  クリ ーンタン カー  

 ２ ダー ティータ ンカー  

 ３ 液化 ガス運搬 船  

（ 注）１ 貨客船とは 、旅客定員 13 名以上のも ので、か つ、貨物を 輸送する ものをいい ます。 

２  特殊 用途船とは 、ひき船 等特殊な用 途、構造 をもつものを いいま す。 

２  「船 級 ４ 」欄 に は 、日 本 海 事協 会 、 ロイ ド 船 級協 会 等 が認 定 し た 船級 （ ２ 以上 の 認 定を 受 け 

た 場合には 、それぞれ の認定を した機関及 び船級）を 記載してく ださい。  

３  「 航行水域 ６」欄には 、航路 又は通常航行 する水域 を記載して ください 。 

４  「船 体 の 構造 ７ 」 欄に は 、 船体 の 主 要骨 格 の 材質 及 び 船底 、 外 板 又は 甲 板 等の 構 造 を略 記 し 

て ください 。 

５  「 速力 15」欄 には、最 大速力及び 航海速力 を記載して ください 。 



改 正 後 改 正 前 

（99 付表２（熱風炉、溶鉱炉、溶解炉用）） （99 付表２（熱風炉、溶鉱炉、溶解炉用）） 

 （廃 止） 付 表 ２ （熱風炉、溶鉱炉、溶解炉用）

区      分 申  請  資  産 
 申 請 書 ２ の 算 定 の 

 基 礎 と し た 類 似 資 産 

種           類 １

炉   の   呼   称 ２

  所 在 す る 場 所 ３

構           造 ４

能           力 ５

規           模 ６

  使 用 れ ん が の 数 量 ７  ㌧  ㌧

  溶 解 温 度 又 は 加 熱 温 度 ８

  築 造 の 年 月 日 ９      年   月   日      年   月   日 

  築造完了後最初に火入れを 
  なし た 日又は 特 別修繕 後 
  最初 に 火入れ を なした 日 

10      年   月   日      年   月   日 

中古資産を取得した場合には 

  その年月日及び前所有者名 
11

取   得   価   額 12  千円  千円 

  資産 の 所有者 の 住所氏 名 13

  経 過 年 数 14

参   考   事   項 15

 (注) １ 「種類１」欄には、溶鉱炉、熱風炉又はガラスの溶解炉の別及び溶解炉については主として製造する品 
 名（例えば、板ガラス、ガラスびん等）を記載してください。 

 ２ 「構造４」欄には、溶鉱炉については鉄皮式、フリースタンディング式等の別を、熱風炉についてはカ 
 ウパー式、マックルアー式等の別を、溶解炉についてはフルコール式、コルバーン式、蓄熱式及び換熱式 
 等の別を記載してください。 

 ３ 「経過年数 14」欄には、１の資産の築造の日から申請の日までの経過月数を記載してください。 

13･07 （法１３２８－３）



改 正 後 改 正 前 

（100 付表３（球形ガスホルダー用）） （100 付表３（球形ガスホルダー用）） 

 （廃 止） 
付 表 ３ (球形ガスホルダー用)

区       分 申   請   資   産 算定の基礎とした類似資産 

名           称 １

  所 在 す る 場 所 ２

外           径 ３  ｍ  ｍ 

貯   蔵   能   力 ４  ｍ3  ｍ 3

幾   何   容   積 ５  ｍ3  ｍ 3

  最 高 使 用 圧 力 ６  ㎏/cm2  ㎏/cm2

表     面     積 ７  ｍ3  ｍ 3

  内 部 回 転 は し ご の 有 無 ８      有  ・  無      有  ・  無    

  建 設 年 月 日 ９      年   月   日      年   月   日 

取   得   価   額 10  千円  千円 

  資 産 の 所有 者の 住所 氏 名 11

経   過   年   数 12

  修 繕 年 月 日 13      年   月   日 

参   考   事   項 14

  (注) １ 「名称１」欄には、対象となった球形ガスホルダーを特定する呼称を記載してください。 
 ２ 「経過年数 12」欄には、１の資産の建設の日から申請の日までの月数を記載してください。 

13･07                                          （法１３２８－４）



改 正 後 改 正 前 

（101 付表４（貯油槽用）） （101 付表４（貯油槽用）） 

 （廃 止） 付 表 ４ （貯油槽用） 

区       分 申   請   資   産 算定の基礎とした類似資産 

名           称 １

  所 在 す る 場 所 ２

  型           式 ３

貯   油   能   力 ４  ｋｌ  ｋｌ

油            種 ５

  建 設 年 月 日 ６      年   月   日      年   月   日 

取   得   価   額 ７  千円   千円 

  資 産 の 所有 者の 住所 氏 名 ８

経   過   年   数 ９

修   繕   年   月 10         年        月 

参   考   事   項 11

  (注) １ 「名称１」欄には、対象となった貯油槽を特定する呼称を記載してください。 
 ２ 「経過年数９」欄には、１の資産の建設の日から申請の日までの月数を記載してください。 

13･07                                           （法１３２８－５）



改 正 後 改 正 前 

（105 特別修繕費の金額の認定通知書） （102 特別修繕費の金額等の認定通知書） 

法第     号 

納

税

地

平成  年  月  日 

法

人
名

等

代氏

表 
者名 殿

税 務 署 長       

財務事務官           

○印

特 別 修 繕 費 の 金 額 の 認 定 通 知 書 

貴法人から平成  年  月  日付で申請があった特別修繕準備金の計算の基礎となる 

修繕費の金額については、下記のとおり認定したので通知します。 

認定した修繕費の金額を基礎とする特別修繕準備金の計算は、平成  年  月  日の 

属する（連結）事業年度以後の各（連結）事業年度について適用されます。 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等

認 定 区 分 資 産 の 種 類 又 は 名 称 金 額

修 繕 費 の 

金 額 

円 

（処分の理由） 

（付記事項） 
この認定を受けた資産につき認定申請書に記載した事実と異なることとなった場合には、速やかに、

その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出
してください。 

この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 

25.06 改正                                  （法１３３０）  

（

規

格

Ａ

４

）

法第     号 

納

税

地

平成  年  月  日 

法

人
名

等

代氏

表 
者名 殿

税 務 署 長       

財務事務官           

○印

特 別 修 繕 費 の 金 額 等 の 認 定 通 知 書 

貴法人から平成  年  月  日付で申請があった特別修繕準備金の計算の基礎となる 

修繕費の金額    
          については、下記のとおり認定したので通知します。 

期    間

       修繕費の金額 
認定した        を基礎とする特別修繕準備金の計算は、平成  年  月  日 

       期    間 

の属する（連結）事業年度以後の各（連結）事業年度について適用されます。   

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等

認 定 区 分 資 産 の 種 類 又 は 名 称 金 額 又 は 月 数

修 繕 費 の 

金 額 

円 

期 間

月

（処分の理由） 

（付記事項） 
この認定を受けた資産につき認定申請書に記載した事実と異なることとなった場合には、速やかに、

その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出
してください。 

この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 

24.12 改正                                  （法１３３０）  

（

規

格

Ａ

４

）



改 正 後 改 正 前 

（105 特別修繕費の金額の認定通知書） （102 特別修繕費の金額等の認定通知書） 

特別修繕費の金額等の認定通知書

１ 使用目的 

「特別修繕費の金額等の認定通知書」(法 1330)は、特別修繕準備金に関する特別修繕費の金額等の認定申請につい

て、その認定の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

「修繕費の金額
         の箇所については、申請に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び
  期    間」

貯油槽の場合は、「期間」の字句を二重線で抹消する。

 「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その認定をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連 結子 法人 の場 合 

対象法人名等は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法

人の法人名等を記入する。 

資 産 の 種 類 

又 は 名 称 

認定の対象となった資産が２以上であるときは、そのそれぞれについて記入する。した

がって、船舶については個々の船ごとに、その他の資産については１基ごとに、例えば、

第一大洋丸、第二大洋丸のように記入する。  

金 額 又 は 月 数 申請に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び貯油槽の場合は、「金額又は月数」の箇

所について「又は月数」の字句を二重線で抹消するとともに、「期間」の欄を全て抹消する。期 間

処  分  の  理  由 

申請に係る事項の全部について申請のとおりに認定する場合には「（処分の理由）」の

字句を抹消する。申請と異なる認定をする場合にはその異なることとなった理由を記入す

る。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に 

基づき税務署長等が通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の 

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記入する。 

特別修繕費の金額の認定通知書

１ 使用目的 

「特別修繕費の金額の認定通知書」(法 1330)は、特別修繕準備金に関する特別修繕費の金額の認定申請について、そ

の認定の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

 「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その認定をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連 結子 法人 の場 合 

対象法人名等は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法

人の法人名等を記入する。 

資 産 の 種 類 

又 は 名 称 

認定の対象となった資産が２以上であるときは、そのそれぞれについて記入する。した

がって、船舶については個々の船ごとに、その他の資産については１基ごとに、例えば、

第一大洋丸、第二大洋丸のように記入する。  

（削 除） 

処  分  の  理  由 

申請に係る事項の全部について申請のとおりに認定する場合には「（処分の理由）」の

字句を抹消する。申請と異なる認定をする場合にはその異なることとなった理由を記入す

る。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第 2条第 6 項(定義)

に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便の役

務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に 

基づき税務署長等が通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の 

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記入する。 



改 正 後 改 正 前 

（106 特別修繕費の金額の変更通知書） （103 特別修繕費の金額等の変更通知書） 

法第     号 

納 

税 

地 

平成  年  月  日 

法 

人 

名 

等

代氏

表 

者名 殿 

税 務 署 長       

財務事務官            

○印

特 別 修 繕 費 の 金 額 の 変 更 通 知 書 

平成  年  月  日付  法第   号の特別修繕準備金の計算の基礎となる修繕費の金額 

    の認定については、租税特別措置法施行令第 33 条の７第11 項又は同令第39 条の 85 第 11 項の規定 

  に基づき、その認定に係る資産の全部又は一部について、修繕費の金額を下記のとおり変更します。 

変更後の金額を基礎とする特別修繕準備金の計算は、平成  年  月  日の属する(連結)事 

業年度以後の各(連結)事業年度について適用されます。 

記 

変更の対象が連結子法人の場合 対象法人名等

区 分
変  更  の  対  象 

変 更 後 の 金 額
資 産 の 種 類 又 は 名 称 

修 繕 費 の

金 額

円

（処分の理由） 

この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。

25.06 改正 

（

規

格

Ａ

４

）

法第     号 

納 

税 

地 

平成  年  月  日 

法 

人 

名 

等

代氏

表 

者名 殿 

税 務 署 長       

財務事務官            

○印

特 別 修 繕 費 の 金 額 等 の 変 更 通 知 書 

                                       修繕費の金額 

平成  年  月  日付  法第   号の特別修繕準備金の計算の基礎となる 
                                      期    間

    の認定については、租税特別措置法施行令第 33 条の７第11 項又は同令第39 条の 85 第 11 項の規定 

                             修繕費の金額  
  に基づき、その認定に係る資産の全部又は一部について、       を下記のとおり変更します。 
                           期    間

変更後の金額又は月数を基礎とする特別修繕準備金の計算は、平成  年  月  日の属する 

(連結)事業年度以後の各(連結)事業年度について適用されます。 

記 

変更の対象が連結子法人の場合 対象法人名等

区 分
変  更  の  対  象 

変 更 後 の 金 額 又 は 月 数
資 産 の 種 類 又 は 名 称 

修 繕 費 の

金 額

円

期 間
月

（処分の理由） 

この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。

24.12 改正 

（

規

格

Ａ

４

）



改 正 後 改 正 前 

（106 特別修繕費の金額の変更通知書） （103 特別修繕費の金額等の変更通知書） 

特別修繕費の金額の変更通知書

１ 使用目的 

「特別修繕費の金額の変更通知書」は、特別修繕準備金に関する特別修繕費の金額の認定について、その変更の通

知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本      文 

 「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。 

変 更 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名等は、変更に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法

人の法人名等を記入する。 

（削 除）

処 分 の 理 由 認定を変更する理由を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

  この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に 

基づき税務署長等が通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の 

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記入する。 

特別修繕費の金額等の変更通知書

１ 使用目的 

「特別修繕費の金額等の変更通知書」は、特別修繕準備金に関する特別修繕費の金額等の認定について、その変更

の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本      文 

「修繕費の金額
          の箇所については、変更に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び

期    間」 

貯油槽の場合は、「期間」の字句を二重線で抹消する。

 「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。 

また、船舶以外の資産について変更を行う場合は「租税特別措置法施行令」の前に「租

税特別措置法施行令の一部を改正する政令（平成 23年政令第 383号）による改正前の」を

挿入する。

変 更 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名等は、変更に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法

人の法人名等を記入する。 

変 更 後 の 金 額 

又   は   月   数

変更に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び貯油槽の場合は、「変更後の金額又は月

数」の箇所について「又は月数」の字句を二重線で抹消するとともに、「期間」の欄を全て

抹消する。 期      間

処 分 の 理 由 認定を変更する理由を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

  この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に 

基づき税務署長等が通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の 

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記入する。 



改 正 後 改 正 前 

（109 特定災害防止準備金の計算方法を変更する場合の承認申請書） （109 特定災害防止準備金の計算方法を変更する場合の承認申請書） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（109 特定災害防止準備金の計算方法を変更する場合の承認申請書） （109 特定災害防止準備金の計算方法を変更する場合の承認申請書） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（115 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認申請書 ） （115 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認申請書 ） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（115 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認申請書 ） （115 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認申請書 ） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（116 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認申請の承認・却下通知書 ） （116 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認申請の承認・却下通知書 ） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（116 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認申請の承認・却下通知書 ） （116 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認申請の承認・却下通知書 ） 

（廃 止） 



改 正 後 改 正 前 

（116 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認申請の承認・却下通知書 ） （116 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認申請の承認・却下通知書 ） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（116 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認申請の承認・却下通知書 ） （116 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認申請の承認・却下通知書 ） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（117 平成 21 年及び平成 22 年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書） （117 平成 21 年及び平成 22 年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書） 



改 正 後 改 正 前 

（117 平成 21 年及び平成 22 年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書） （117 平成 21 年及び平成 22 年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書） 



改 正 後 改 正 前 

（118 適格分割等による先行取得土地等の移転に関する届出書） （118 適格分割等による先行取得土地等の移転に関する届出書） 



改 正 後 改 正 前 

（118 適格分割等による先行取得土地等の移転に関する届出書） （118 適格分割等による先行取得土地等の移転に関する届出書） 



改 正 後 改 正 前 

（119 不動産投資法人に係る課税の特例の適用に関する届出書） （119 不動産投資法人に係る課税の特例の適用に関する届出書） 



改 正 後 改 正 前 

（119 不動産投資法人に係る課税の特例の適用に関する届出書） （119 不動産投資法人に係る課税の特例の適用に関する届出書） 



改 正 後 改 正 前 

（127 適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書） （127 適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書） 



改 正 後 改 正 前 

（127 適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書） （127 適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書） 



改 正 後 改 正 前 

（137 適格分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書） （137 適格分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（137 適格分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書） （137 適格分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（144 適格分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合におけ
る交換取得資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書） 

（144 適格分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合におけ
る交換取得資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（144 適格分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合におけ
る交換取得資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書） 

（144 適格分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合におけ
る交換取得資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（145 適格分割等を行う場合の認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合
における期中特別勘定の設定に関する承認申請書） 

（145 適格分割等を行う場合の認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合
における期中特別勘定の設定に関する承認申請書） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（145 適格分割等を行う場合の認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合
における期中特別勘定の設定に関する承認申請書） 

（145 適格分割等を行う場合の認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合
における期中特別勘定の設定に関する承認申請書） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（152 分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定申請書） （155 分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定申請書） 



改 正 後 改 正 前 

（152 分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定申請書） （155 分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定申請書） 



改 正 後 改 正 前 

（155 分割等による移転売上金額の計算方法の認定申請書） （158 分割等による移転売上金額の計算方法の認定申請書） 



改 正 後 改 正 前 

（155 分割等による移転売上金額の計算方法の認定申請書） （158 分割等による移転売上金額の計算方法の認定申請書） 



改 正 後 改 正 前 

（158 分割等による移転支援事業所取引金額の合計額の計算方法の認定申請書） （161 分割等による移転支援事業所取引金額の合計額の計算方法の認定申請書） 



改 正 後 改 正 前 

（158 分割等による移転支援事業所取引金額の合計額の計算方法の認定申請書） （161 分割等による移転支援事業所取引金額の合計額の計算方法の認定申請書） 



改 正 後 改 正 前 

（160 分割等による支援事業所取引金額の合計額の区分に関する届出書） （163 分割等による支援事業所取引金額の合計額の区分に関する届出書） 



改 正 後 改 正 前 

（160 分割等による支援事業所取引金額の合計額の区分に関する届出書） （163 分割等による支援事業所取引金額の合計額の区分に関する届出書） 



改 正 後 改 正 前 

（167 適格分割等による特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合における交換取得資産の帳簿価
額の減額に関する届出書及び提出書類の届出書） 

（170 適格分割等による特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合における交換取得資産の帳簿価
額の減額に関する届出書及び提出書類の届出書） 



改 正 後 改 正 前 

（167 適格分割等による特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合における交換取得資産の帳簿価
額の減額に関する届出書及び提出書類の届出書） 

（170 適格分割等による特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合における交換取得資産の帳簿価
額の減額に関する届出書及び提出書類の届出書） 



改 正 後 改 正 前 

（168 現物分配により試験研究用資産・支援事業所取引譲受資産の移転を受けていない旨の届出書） （171 現物分配により試験研究用資産・支援事業所取引譲受資産の移転を受けていない旨の届出書） 



改 正 後 改 正 前 

（168 現物分配により試験研究用資産・支援事業所取引譲受資産の移転を受けていない旨の届出書） （171 現物分配により試験研究用資産・支援事業所取引譲受資産の移転を受けていない旨の届出書） 



改 正 後 改 正 前 

（176 連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類） （179 連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類） 



改 正 後 改 正 前 

（176 連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類） （179 連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類） 



改 正 後 改 正 前 

（183 各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書－普通法人（特定の医療法人を除く。）である連結法人の分） （186 各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書－普通法人（特定の医療法人を除く。）である連結法人の分 ） 



改 正 後 改 正 前 

（183 各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書－普通法人（特定の医療法人を除く。）である連結法人の分） （186 各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書－普通法人（特定の医療法人を除く。）である連結法人の分 ） 



改 正 後 改 正 前 

（184 各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書－協同組合等である連結法人の分） （187 各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書－協同組合等である連結法人の分） 



改 正 後 改 正 前 

（184 各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書－協同組合等である連結法人の分） （187 各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書－協同組合等である連結法人の分） 



改 正 後 改 正 前 

（185 各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書－特定の医療法人である連結法人の分） （188 各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書－特定の医療法人である連結法人の分） 



改 正 後 改 正 前 

（185 各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書－特定の医療法人である連結法人の分） （188 各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書－特定の医療法人である連結法人の分） 



改 正 後 改 正 前 

（186 個別帰属額等の一覧表） （189 個別帰属額等の一覧表） 

個別帰属額等の一覧表 連 結 事 業 年 度 

又は課税事業年度 

  ：  ： 

  ：  ： 

連結親

法人名 

連結親法人及び連結子法人の個別帰属額等は、次のとおりであり、その計算の基礎は別添の連結法人に係

る個別帰属額等の届出書のとおりです。 

一連番号 法 人 名   納 税 地 等 

売 上 金 額  期中

加入
個別所得金額又は個別欠損金額

個 別 帰 属 額 

連結親法人 

百万円 

円 

外               円

連 

結 

子 

法 

人 

１ 
外 

外

外 

外 

外

外

外

外 

連結子法人数 

        法人 連結親法人及び連結子法人の個別帰属額等の合計額 
外 

参

考

期首の連結子法人数 法人 

期

中

加入した連結子法人数 法人 

離脱した連結子法人数 法人 

期末の連結子法人数 法人 

25.06改正

（

規

格

Ａ

４

）

個別帰属額等の一覧表 連 結 事 業 年 度 

又は課税事業年度 

  ：  ： 

  ：  ： 

連結親

法人名

連結親法人及び連結子法人の個別帰属額等は、次のとおりであり、その計算の基礎は別添の連結法人に係

る個別帰属額等の届出書のとおりです。 

一連番号 法 人 名   納 税 地 等 

売 上 金 額 期中

加入
個別所得金額又は個別欠損金額

個 別 帰 属 額

連結親法人

百万円 

円 

外               円

連

結

子

法

人

１ 
外 

外

外 

外 

外

外

外

外 

連結子法人数 

        法人 連結親法人及び連結子法人の個別帰属額等の合計額 
外 

参

考

期首の連結子法人数 法人

期

中

加入した連結子法人数 法人

離脱した連結子法人数 法人

期末の連結子法人数 法人

24.06改正

（

規

格

Ａ

４

）



改 正 後 改 正 前 

（186 個別帰属額等の一覧表） （189 個別帰属額等の一覧表） 

「個別帰属額等の一覧表」の記載要領

１ この一覧表は、法人税法（以下「法」といいます。）第 81 条の 22 第２項《連結確定申告書の添付書類》の規定
により、連結親法人が、各連結事業年度の法第 81条の 18 第１項《連結法人税の個別帰属額の計算》の規定により

計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の

計算の基礎を記載した書類（個別帰属額に関する書類）として使用し、個別帰属額等の届出書と併せて、連結確定
申告書の添付書類として提出してください。 

  また、この一覧表は、復興特別法人税に関する省令第１条第２項《復興特別法人税申告書の記載事項》の規定に

より、連結親法人が、各課税事業年度の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源を確保
に関する特別措置法第 52 条第１項《連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算》の規定により計算される復

興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金

額の計算の基礎を記載した書類（連結復興特別法人税の個別帰属額に関する書類）として使用し、個別帰属額等の
届出書と併せて、復興特別法人税申告書の添付書類として提出してください。 

なお、連結親法人が連結確定申告書と併せて復興特別法人税申告書を提出する場合において、連結法人税及び連

結復興特別法人税の個別帰属額を記載したこの一覧表及びこれらの個別帰属額に関する書類を連結確定申告書に
添付したときは、連結復興特別法人税の個別帰属額の一覧表及びその個別帰属額に関する書類を復興特別法人税申

告書に添付したものとして取り扱われますので、これらの書類を復興特別法人税申告書に添付しなくても差し支え

ありません。 

（注）１ この一覧表に添付する「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書」については、代表者及び
経理担当者の自署押印は不要です。 

２ 連結確定申告書の添付書類は、この一覧表を表紙として、連結親法人及び各連結子法人ごとに、「個別

帰属額に関する書類」、「貸借対照表及び損益計算書」、「株主（社員）資本等変動計算書又は損益金処
分表」、「勘定科目内訳明細書」、「連結親法人の事業等の概況に関する書類」、「組織再編成に係る契

約書等の写し」、「組織再編成に係る主要な事項の明細書」の順に添えて提出してください。 

３ 「個別帰属額に関する書類」は、連結親法人及び各連結子法人とも個別帰属額等の届出書の様式（個別
帰属額の届出書及びその付表並びに個別帰属額の計算の基礎を記載した書類［別表三(二)～別表十七の二

（三）付表及び復興特別法人税申告書別表二～別表三付表］の各様式）を使用して作成してください。 

なお、連結子法人に係る個別帰属額に関する書類については、個別帰属額の届出書と併せて提出する個
別帰属額の計算の基礎を記載した書類[別表三(二）～別表十七の二（三）付表及び復興特別法人税申告書

別表二～別表三付表]の添付を省略することができます。 

２ 各欄の記載要領 

(1) 「納税地等」欄は、連結親法人にあっては納税地を記載し、連結子法人にあっては本店又は主たる事務所の所

在地を記載してください。 
(2) 「売上金額」欄は、損益計算書の売上（収入）金額の合計額（雑収入、営業外収益及び特別利益を除きます。）

を百万円単位（百万円未満の端数は切り上げます。）で記載してください。 

(3) 「個別所得金額及び個別欠損金額」欄は、「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書」の「個別所
得金額及び個別欠損金額 1」欄の金額を記載してください。 

(4) 「個別帰属額」欄の本書には、「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書」の種類によりそれぞれ

次の金額を記載してください。 
 イ 連結親法人が普通法人（特定の医療法人を除く。）である連結法人の分……「連結法人税個別帰属額 14」欄

 ロ 連結親法人が協同組合等である連結法人の分……「連結法人税個別帰属額 12」欄 

 ハ 連結親法人が特定の医療法人である連結法人の分……「連結法人税個別帰属額 12」欄 

(5) 「個別帰属額」欄の外書には「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書付表」の「連結復興特別法
人税個別帰属額 3」欄の金額を記載してください。 

(6) 「期中加入」欄は、連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなったことにより、

「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類（加入）」を提出した子法人について○を付してくだ
さい。 

(7) 「連結子法人数    法人」欄は、連結子法人数の合計を記載してください。 

(8) 「連結親法人及び連結子法人の個別帰属額の合計額等」欄は、連結親法人及び全ての連結子法人に係る個別帰
属額等の合計を記載してください。 

(9) 「参考」欄は、連結子法人の異動状況を記載してください。 
なお、「加入した連結子法人数」欄は、連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有すること

となった子法人数を記載し、「離脱した連結子法人数」欄は、連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなく

なった子法人数を記載してください。 

（注） この一覧表に記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載し添付してください。 

「個別帰属額等の一覧表」の記載要領

１ この一覧表は、法人税法（以下「法」といいます。）第 81 条の 22 第２項《連結確定申告書の添付書類》の規定
により、連結親法人が、各連結事業年度の法第 81条の 18 第１項《連結法人税の個別帰属額の計算》の規定により

計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の

計算の基礎を記載した書類（個別帰属額に関する書類）として使用し、個別帰属額等の届出書と併せて、連結確定
申告書の添付書類として提出してください。 

  また、この一覧表は、復興特別法人税に関する省令第１条第２項《復興特別法人税申告書の記載事項》の規定に

より、連結親法人が、各課税事業年度の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源を確保
に関する特別措置法第 52 条第１項《連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算》の規定により計算される復

興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金

額の計算の基礎を記載した書類（連結復興特別法人税の個別帰属額に関する書類）として使用し、個別帰属額等の
届出書と併せて、復興特別法人税申告書の添付書類として提出してください。 

なお、連結親法人が連結確定申告書と併せて復興特別法人税申告書を提出する場合において、連結法人税及び連

結復興特別法人税の個別帰属額を記載したこの一覧表及びこれらの個別帰属額に関する書類を連結確定申告書に
添付したときは、連結復興特別法人税の個別帰属額の一覧表及びその個別帰属額に関する書類を復興特別法人税申

告書に添付したものとして取り扱われますので、これらの書類を復興特別法人税申告書に添付しなくても差し支え

ありません。 

（注）１ この一覧表に添付する「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書」については、代表者及び
経理担当者の自署押印は不要です。 

２ 連結確定申告書の添付書類は、この一覧表を表紙として、連結親法人及び各連結子法人ごとに、「個別

帰属額に関する書類」、「貸借対照表及び損益計算書」、「株主（社員）資本等変動計算書又は損益金処
分表」、「勘定科目内訳明細書」、「連結親法人の事業等の概況に関する書類」、「組織再編成に係る契

約書等の写し」、「組織再編成に係る主要な事項の明細書」の順に添えて提出してください。 

３ 「個別帰属額に関する書類」は、連結親法人及び各連結子法人とも個別帰属額等の届出書の様式（個別
帰属額の届出書及びその付表並びに個別帰属額の計算の基礎を記載した書類［別表三(二)～別表十七（四）

及び復興特別法人税申告書別表二～別表三付表］の各様式）を使用して作成してください。 

なお、連結子法人に係る個別帰属額に関する書類については、個別帰属額の届出書と併せて提出する個
別帰属額の計算の基礎を記載した書類[別表三(二）～別表十七（四） 及び復興特別法人税申告書別表二

～別表三付表]の添付を省略することができます。 

２ 各欄の記載要領 

(1) 「納税地等」欄は、連結親法人にあっては納税地を記載し、連結子法人にあっては本店又は主たる事務所の所

在地を記載してください。 
(2) 「売上金額」欄は、損益計算書の売上（収入）金額の合計額（雑収入、営業外収益及び特別利益を除きます。）

を百万円単位（百万円未満の端数は切り上げます。）で記載してください。 

(3) 「個別所得金額及び個別欠損金額」欄は、「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書」の「個別所
得金額及び個別欠損金額 1」欄の金額を記載してください。 

(4) 「個別帰属額」欄の本書には、「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書」の種類によりそれぞれ

次の金額を記載してください。 
 イ 連結親法人が普通法人（特定の医療法人を除く。）である連結法人の分……「連結法人税個別帰属額 14」欄

 ロ 連結親法人が協同組合等である連結法人の分……「連結法人税個別帰属額 12」欄 

 ハ 連結親法人が特定の医療法人である連結法人の分……「連結法人税個別帰属額 12」欄 

(5) 「個別帰属額」欄の外書には「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書付表」の「連結復興特別法
人税個別帰属額 3」欄の金額を記載してください。 

(6) 「期中加入」欄は、連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなったことにより、

「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類（加入）」を提出した子法人について○を付してくだ
さい。 

(7) 「連結子法人数    法人」欄は、連結子法人数の合計を記載してください。 

(8) 「連結親法人及び連結子法人の個別帰属額の合計額等」欄は、連結親法人及び全ての連結子法人に係る個別帰
属額等の合計を記載してください。 

(9) 「参考」欄は、連結子法人の異動状況を記載してください。 
なお、「加入した連結子法人数」欄は、連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有すること

となった子法人数を記載し、「離脱した連結子法人数」欄は、連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなく

なった子法人数を記載してください。 

（注） この一覧表に記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載し添付してください。 



改 正 後 改 正 前 

（193 更正等に伴う連結利益積立金額等のお知らせ） （194 更正等に伴う連結利益積立金額等のお知らせ） 

16.06改正

納　 税　 充　 当　 　 金

未 　 納　  連　  結 　 法 　 人　 税

未納法人税

未　　納　　道　　府　　県　　民　　税

未　　納　　市　　町　　村　　民　　税

差 引　　 合 　　 計 　　 額

一連番号

区　　　　　　　分

法　　　人　　　名

各

連

結

法

人

の

連

結

個

別

利

益

積

立

金

額

別紙１（翌期首現在連結利益積立金額） （　　枚のうち　　枚目）

翌期首現在連結利益積立金額

25.06改正

納　 税　 充　 当　 　 金

未 　 納　  連　  結 　 法 　 人　 税

未納法人税及び未納復興特別法人税

未　　納　　道　　府　　県　　民　　税

未　　納　　市　　町　　村　　民　　税

差 引　　 合 　　 計 　　 額

一連番号

区　　　　　　　分

法　　　人　　　名

各

連

結

法

人

の

連

結

個

別

利

益

積

立

金

額

別紙１（翌期首現在連結利益積立金額） （　　枚のうち　　枚目）

翌期首現在連結利益積立金額



改 正 後 改 正 前 

（194 更正等に伴う連結利益積立金額等のお知らせ） （194 更正等に伴う連結利益積立金額等のお知らせ） 

当 期 連 結 法 人 税 個 別 帰 属 額

当期連結欠損金個別帰属発生額

区　　　　　　分

一連
番号

繰 越 損 益 金

小 計

納 税 充 当 金

　未払連結法人税個別帰属額　

　　　　　積　立　金　

連 結 法 人 名
（個別帰属額の届出書「1」((ｲ)＋(ﾛ))の金額）

（個別帰属額の届出書「21」の金額）

翌期首現在連結個別利益積立金額翌期首現在連結個別利益積立金額 区　　　　　　分

未 納 法 人 税

利　益　準　備　金

未 納 道 府 県 民 税

未 納 市 町 村 民 税

差 引 合 計 額

別紙２（翌期首現在連結個別利益積立金額等） （　　枚のうち　　枚目）

（別表七の二付表二「27」の金額）

（個別帰属額の届出書「14」の金額）

翌期へ繰り越す連結欠損金個別帰属額

当期個別所得金額又は個別欠損金額

別紙２（翌期首現在連結個別利益積立金額等） （　　枚のうち　　枚目）

（別表七の二付表二「27」の金額）

（個別帰属額の届出書「14」の金額）

翌期へ繰り越す連結欠損金個別帰属額

当期個別所得金額又は個別欠損金額

未 納 市 町 村 民 税

差 引 合 計 額

未 納 道 府 県 民 税

未　納　法　人　税　及　び
未 納 復 興 特 別 法 人 税

利　益　準　備　金

連 結 法 人 名
（個別帰属額の届出書「1」((ｲ)＋(ﾛ))の金額）

（個別帰属額の届出書「21」の金額）

翌期首現在連結個別利益積立金額翌期首現在連結個別利益積立金額 区　　　　　　分

　　　　　積　立　金　

小 計

納 税 充 当 金

　未払連結法人税個別帰属額　

繰 越 損 益 金

一連
番号

当期連結法人税個別帰属額及び連結復興特別法人税個別帰属額

当期連結欠損金個別帰属発生額

区　　　　　　分



改 正 後 改 正 前 

（201 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） （201 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） 



改 正 後 改 正 前 

（202 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書（正本）） （202 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書（正本）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（202 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） （201 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） 



改 正 後 改 正 前 

（202 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） （201 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（202 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） （201 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） 



改 正 後 改 正 前 

（202 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） （201 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（203 復興特別法人税額の加算税の賦課決定通知書） （202 復興特別法人税額の加算税の賦課決定通知書） 



改 正 後 改 正 前 

（203 復興特別法人税額の加算税の賦課決定通知書） （202 復興特別法人税額の加算税の賦課決定通知書） 



改 正 後 改 正 前 

（209 認定要件チェック表（第３表）） （209 認定要件チェック表（第３表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（209 認定要件チェック表（第３表）） （209 認定要件チェック表（第３表）） 

（新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（210 役員の状況第３表付表１） （210 役員の状況第３表付表１） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（210 役員の状況第３表付表１） （210 役員の状況第３表付表１） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（211 帳簿組織の状況第３表付表２） （211 帳簿組織の状況第３表付表２） 

（新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（212 認定要件チェック表（第４表）） （212 認定要件チェック表（第４表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（212 認定要件チェック表（第４表）） （212 認定要件チェック表（第４表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（212 認定要件チェック表（第４表）） （212 認定要件チェック表（第４表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（213 財産の運用及び事業運営の状況等第４表付表１） （213 財産の運用及び事業運営の状況等第４表付表１） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（213 財産の運用及び事業運営の状況等第４表付表１） （213 財産の運用及び事業運営の状況等第４表付表１） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（214 財産の運用及び事業運営の状況等第４表付表２） （214 財産の運用及び事業運営の状況等第４表付表２） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（215 認定要件チェック表（第５表）） （215 認定要件チェック表（第５表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（215 認定要件チェック表（第５表）） （215 認定要件チェック表（第５表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（216 認定要件チェック表（第６・７・８表）） （216 認定要件チェック表（第６・７・８表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（216 認定要件チェック表（第６・７・８表）） （216 認定要件チェック表（第６・７・８表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（217 寄附金を充当する予定の事業内容等） （217 寄附金を充当する予定の事業内容等） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（218 寄附者名簿） （218 寄附者名簿） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） （219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） 

（新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） （219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） （219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） （219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） （219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） （219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） （219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（220 異動届出書（認定特定非営利活動法人用）） （220 異動届出書（認定特定非営利活動法人用）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（221 認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の届出書） （221 認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の届出書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（221 認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の届出書） （221 認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の届出書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（222 認定特定非営利活動法人が海外への送金又は金銭の持出しを行う場合の届出書） （222 認定特定非営利活動法人が海外への送金又は金銭の持出しを行う場合の届出書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（222 認定特定非営利活動法人が海外への送金又は金銭の持出しを行う場合の届出書） （222 認定特定非営利活動法人が海外への送金又は金銭の持出しを行う場合の届出書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（223 認定特定非営利活動法人が合併した場合の必要書類の提出書） （223 認定特定非営利活動法人が合併した場合の必要書類の提出書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（223 認定特定非営利活動法人が合併した場合の必要書類の提出書） （223 認定特定非営利活動法人が合併した場合の必要書類の提出書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（224 認定特定非営利活動法人としての認定の取消通知書（通知）） （224 認定特定非営利活動法人としての認定の取消通知書（通知）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（224 認定特定非営利活動法人としての認定の取消通知書（通知）） （224 認定特定非営利活動法人としての認定の取消通知書（通知）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（225 特定医療法人としての承認を受けるための申請書） （225 特定医療法人としての承認を受けるための申請書） 

（新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（225 特定医療法人としての承認を受けるための申請書） （225 特定医療法人としての承認を受けるための申請書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（226 申請者の医療施設等の明細表（申請書付表）） （226 申請者の医療施設等の明細表（申請書付表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（226 申請者の医療施設等の明細表（申請書付表）） （226 申請者の医療施設等の明細表（申請書付表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（226 申請者の医療施設等の明細表（申請書付表）） （226 申請者の医療施設等の明細表（申請書付表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（227 承認要件を満たす旨を説明する書類） （227 承認要件を満たす旨を説明する書類） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（227 承認要件を満たす旨を説明する書類） （227 承認要件を満たす旨を説明する書類） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（228 申請者の理事、監事及び評議員等に関する明細表（書類付表 1）） （228 申請者の理事、監事及び評議員等に関する明細表（書類付表 1）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（228 申請者の理事、監事及び評議員等に関する明細表（書類付表 1）） （228 申請者の理事、監事及び評議員等に関する明細表（書類付表 1）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） （229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） （229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） （229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） （229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） 

 （新 設） 
「申請者の経理等に関する明細表」（書類付表 2）の記載要領

１ 各欄共通

① 特殊関係者とは、法人の設立者、理事、監事、評議員若しくは社員（以下「設立者等」といいま

す。）又はこれらの者と親族等の関係を有する者をいいます。

   なお、親族等とは、次の者をいいます。

  イ 設立者等と親族関係にある者

  ロ 設立者等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

  ハ 設立者等の使用人及び使用人以外の者で当該設立者等から受ける金銭その他の財産によって生

計を維持しているもの

  ニ ロ又はハに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

② 記載しきれない場合には、新たに欄を設けるか又は当該用紙を複数枚使用してください。

２ 「１ 法人の特殊関係者の施設の利用明細」欄

① 次の区分に応じて記載してください。

イ 法人の特殊関係者に対して、法人の土地、建物等の物件を賃貸（無償で使用させている場合を

含みます。）している場合には、「施設の貸与」欄にその内容を記載してください。

 ロ 法人の特殊関係者に対して、病院等において診療を行っている場合には、「病院の利用」欄に

その内容を記載してください。

ハ 法人の特殊関係者に対して、上記以外に当該法人の施設を利用させている場合には、「その他」

欄にその内容を記載してください。

② 「特殊の関係」欄には、使用者が理事長であれば「理事長」と、理事の配偶者であれば「理事○

○の配偶者」と記載してください。

 ③ 「内容」欄には、その施設の利用状況（例えば、社宅として建物を貸与、診療、入院による診療

等）を記載してください。

 ④ 「利用年月日」欄には、その施設の利用年月日（例えば、社宅の貸与の場合には利用期間、診療

であれば診療日）を記載してください。

３ 「２ 法人の特殊関係者に対する貸付金の明細」欄

 ① 法人の特殊関係者に対する貸付金がある場合に記載してください。

② この表の記載は、貸付先の異なるごとに記載してください。

③ 貸付金現在高は、前期の末日現在の金額を記載してください。

④ 貸付当初の元本は、貸換えにより継続しているものについては、当初の金額を記載してください。

⑤  「特殊の関係」欄には、貸付の相手方が理事長であれば「理事長」と、理事の配偶者であれば「理

事○○の配偶者」と記載してください。

４ 「３ 法人の特殊関係者に対する譲渡資産の明細」欄

 ① 3 期前の事業年度の開始の日から申請の日までの期間内又は定期提出書類の対象事業年度におい
て、法人の特殊関係者（譲渡時に特殊関係者であった者を含みます。）に対して、法人の土地、建物、

医療機械器具等の主要な資産の譲渡がある場合に記載してください。

 ② 「特殊の関係」欄には、譲渡の相手方が理事長であれば「理事長」と、理事の配偶者であれば「理

事○○の配偶者」と記載してください。

５ 「４ 法人の業務に従事している特殊関係者である従業員の明細」欄

 ① 申請時の従業員（法人の業務に従事している理事、監事又は評議員等を含みます。）のうち、法人

の特殊関係者について記載してください。



改 正 後 改 正 前 

（229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） （229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（230 特定医療法人の法人税率の特例の適用の取りやめの届出書） （230 特定医療法人の法人税率の特例の適用の取りやめの届出書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（231 特定医療法人の承認申請の承認通知書（通知）） （231 特定医療法人の承認申請の承認通知書（通知）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（232 特定医療法人の承認申請の却下通知書（通知）） （232 特定医療法人の承認申請の却下通知書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（232 特定医療法人の承認申請の却下通知書（通知）） （232 特定医療法人の承認申請の却下通知書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（232 特定医療法人の承認申請の却下通知書） （232 特定医療法人の承認申請の却下通知書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（233 特定医療法人の承認の取消通知書（通知）） （233 特定医療法人の承認の取消通知書（通知）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（233 特定医療法人の承認の取消通知書（通知）） （233 特定医療法人の承認の取消通知書（通知）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（233 特定医療法人の承認の取消通知書（要領）） （233 特定医療法人の承認の取消通知書（要領）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（237 源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書） （210 源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書） 



改 正 後 改 正 前 

（239 源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書） （212 源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書） 



改 正 後 改 正 前 

（243 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請を承認しないことの決定通知書 ） （216 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請を承認しないことの決定通知書 ） 



改 正 後 改 正 前 

（244 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認の取消通知書） （217 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認の取消通知書） 


